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第1 落札者決定基準の位置づけ

落札者決定基準（以下「本基準」という。）は、秋田県（以下「県」という。）が、民間資金

等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第７条の

規定に基づき、令和６年 12 月 20 日に特定事業として選定した新県立体育館整備・運営事業

（以下「本事業」という。）を実施する事業者を決定するための基準を示すものであり、入札

説明書と一体となるものである。

第2 選定方法

本事業は、施設整備、開業準備、維持管理、運営等の各業務を通じ、効率的・効果的かつ安

定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、価格のみならず、事業者の持つ経営能

力や技術的能力を総合的に評価する必要があることから、地方自治法施行令（昭和 22 年政令

第 16号）第 167 条の 10 の 2 第１項の規定により落札者を決定する総合評価一般競争入札に

より落札者を決定する。

なお、本事業に係る事業契約は、1994 年 4 月 15 日マラケシュで作成された政府調達に関

する協定（以下「協定」という。）及び 2012 年 3 月 30 日ジュネーブで作成された政府調達に

関する協定を改正する議定書によって改正された協定の適用を受ける調達契約であり、その

手続には、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成 7年政

令第 372 号）の適用もある。

第3 新県立体育館 PFI 事業審査会

県は、本事業の手続きの公平性、客観性及び透明性の確保を図るため、学識経験者等で構

成する新県立体育館 PFI 事業審査会（以下「審査会」という。）を設置し、審査会は、本基準

に基づき審査を行い、最優秀提案を選定する。

【新県立体育館 PFI 事業審査会委員名簿】（令和６年 12月 20 日現在）

区 分 氏 名 分 野 備 考

委員長 熊谷 嘉隆 学識経験者（統括） 国際教養大学理事兼副学長

委 員 上林 功 学識経験者（設計・建設） 追手門学院大学准教授

委 員 髙橋 義雄 学識経験者（スポーツ政策） 早稲田大学スポーツ科学学術院教授

委 員 内藤 滋 学識経験者（法務） 弁護士、はぜのき法律事務所

委 員 石黒 道人 発注者代表 秋田県観光文化スポーツ部長
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第4 審査の枠組み

審査は、「資格審査」と「事業提案審査」の２段階に分けて実施する。

1. 資格審査

資格審査では、入札に参加しようとするグループ（以下「応募グループ」という。）の構成

員、協力企業の入札参加資格要件、法的要件等について確認する。

2. 事業提案審査

事業提案審査では、入札提出書類が全て揃っていること、入札価格が予定価格の範囲内で

あることを確認のうえ、「基礎審査」「価格審査」「加点審査」を経て、最優秀提案を選定する。

なお、提案審査では、審査会において事業者ヒアリング（応募グループによるプレゼンテ

ーション、質疑応答等）を行う。

また、提案書の内容の確認を行うために、必要に応じて、応募グループに対し、文書で質

問し回答を求めることがある。応募グループからの回答については、提案内容に含むものと

する。
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Ø 落札者決定までの審査手順の概要

▽

▽

資格審査

・ 基本的要件の確認

・ 応募グループの構成員又は協力企業に共通

の参加資格要件の確認

・ 各業務に係る資格要件の確認

参加資格要件を満たしていない場合

失格

事業提案審査

入札提出書類の確認

・ 入札提出書類が全て揃っているか
失格

提出書類に不備がある場合

入札価格が予定価格
を上回っている場合

入札価格の確認

・ 入札価格が予定価格の範囲内であるか

（予定価格≧入札価格）

失格

要求水準の未達成基礎審査

・ 業務要求水準項目を達成しているか
失格

価格審査（入札価格に関する事項）

加点審査

① 事業計画全体に関する事項（統括管理業務を含む）

② 設計・建設・工事監理業務に関する事項

③ 開業準備業務に関する事項

④ 維持管理業務に関する事項

⑤ 運営業務に関する事項

⑥ 自主事業に関する事項

⑦ 地域経済への貢献に関する事項

⑧ 事業の安全性に関する事項

最優秀提案の選定

落 札 者 の 決 定
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第5 資格審査の項目

県は、応募グループが入札説明書に示す入札参加資格要件を満たしていることを確認する。

参加資格要件を満たしていることを確認できない場合は、失格とする。

第6 事業提案審査の項目と配点

1. 入札提出書類の確認

県は、入札提出書類が全て揃っていることを確認する。提出書類に不備がある場合は、失

格とする。

2. 入札価格の確認

県は、応募グループの入札価格（事業期間を通じたサービス購入料の総額）が、県が設定

する予定価格の範囲内であることを確認する。

（1）予定価格≧入札価格 ⇒ 基礎審査を実施

（2）予定価格＜入札価格 ⇒ 失格

3. 基礎審査

県は、応募グループから提出された提案書類の各様式に記載された内容が、業務要求水準

書において定める要件又は性能や仕様等の水準を満たしていることを確認する。

これらの要件又は水準を明らかに満たしていないと判断される場合は、失格とする。

4. 価格審査の得点化方法

次の計算式により評価得点を算出するものとし、200 点を配点する。なお、評価得点につい

ては、小数第三位を四捨五入し、小数第二位まで求める。

確認項目 内容

① 統括管理業務に関する要求水準

② 施設整備業務に関する要求水準

③ 設計業務に関する要求水準

④ 建設業務に関する要求水準

⑤ 工事監理業務に関する要求水準

⑥ 開業準備業務に関する要求水準

⑦ 維持管理業務に関する要求水準

⑧ 運営業務に関する要求水準

⑨ 自主事業に関する要求水準

価格審査の評価得点 ＝ 配点（200 点）×（最低入札価格／当該入札価格）

業務要求水準

に示す仕様・性

能を満たして

いること。
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＜計算例＞

※ 上記金額はあくまでも算定例である。

5. 加点審査の得点化方法

加点審査における各項目の配点は次のとおりとする。

＜審査項目別の配点＞

加点審査の評価及び得点化は、次の段階評価 A～Eの 5段階の基準により実施する。

＜段階評価＞

Ａグループ Ｂグループ Ｃグループ

入札価格 230 億円 200 億円 250 億円

計算方法 200×（200/230） 200×（200/200） 200×（200/250）

得点 173.91 点 200.00 点 160.00 点

審査項目（大項目） 配点

① 事業計画全体に関する事項（統括管理業務を含む） 50点

② 設計・建設・工事監理業務に関する事項 300 点

③ 開業準備業務に関する事項 10点

④ 維持管理業務に関する事項 40点

⑤ 運営業務に関する事項 190 点

⑥ 自主事業に関する事項 50点

⑦ 地域経済への貢献に関する事項 120 点

⑧ 事業の安全性に関する事項 40点

加点審査の合計点 800 点

評価基準 得点化レート

Ａ
秀でて優れている（特筆すべき優れた発想・工夫が見られる）

非常に優れている
配点×1.00

Ｂ
より優れている（優れた発想・工夫が随所に見られる）

ＡとＣの中間
配点×0.75

Ｃ 優れている（工夫が随所に見られる） 配点×0.50

Ｄ
工夫が見られる

ＣとＥの中間
配点×0.25

Ｅ 要求水準は満たしているが特に優れた点が見当たらない 配点×0.00
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6. 総合評価点の算出方法

総合評価点の算出については、価格審査と加点審査の合計得点とする。

審査項目（大項目） 配点

価格審査 200 点

加点審査 800 点

① 事業計画全体に関する事項（統括管理業務を含む） 50 点

② 設計・建設・工事監理業務に関する事項 300 点

③ 開業準備業務に関する事項 10 点

④ 維持管理業務に関する事項 40 点

⑤ 運営業務に関する事項 190 点

⑥ 自主事業に関する事項 50 点

⑦ 地域経済への貢献に関する事項 120 点

⑧ 事業の安全性に関する事項 40点

総合評価点（価格審査+加点審査） 1,000 点
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第7 加点審査の評価項目、配点及び評価の視点等

1. 事業計画全体に関する事項（統括管理業務を含む） （配点：50 点）

2. 設計・建設・工事監理業務に関する事項 （配点：300 点）

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

取組方針

1-1 20

子供たちに夢を与え、選手と観客が
躍動し、賑わいづくりにも貢献する
秋田の元気を創造する拠点が実現さ
れるよう、具体的かつ優れた方針が
提案されているか。

様式 7-1

1-2 10

新県立体育館の特性を踏まえたうえ
で、民間事業者の経営力、技術力を活
用するための具体的かつ優れた方針
が提案されているか。

様式 7-1

実施体制
統括管理業務

1-3 10

県との調整を図りつつ、事業全体を
統括し、各業務を円滑に遂行するた
めの具体的かつ優れた実施体制が提
案されているか。 様式 7-2

コンプライアンス遵守、個人情報保
護の観点から、具体的かつ優れた実
施体制が提案されているか。

1-4 10

参画企業の役割と責任の分担、指揮
命令系統、不測の事態への対応につ
いて、具体的かつ優れた提案がされ
ているか。

様式 7-2
各個別業務のモニタリングを含め、
モニタリング評価業務の実施体制・
方法について、具体的かつ優れた提
案がされているか。

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

取組方針 2-1 10

年齢、性別、身体の状況等の違いにか
かわらず、誰もが快適で安全に利用
できるよう、具体的かつ優れた方針
が提案されているか。

様式 8-1

実施体制 2-2 20

施設整備を進めるための基本的な考
え方、設計・建設・工事監理の各業務
を適切に実施するための実施体制等
について、具体的かつ優れた方針が
提案されているか。

様式 8-2
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評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

配置計画 2-3 30

丘が新県立体育館の機能の一部とし
て活用されるよう、以下の各点に関
し、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

・建屋と丘の連続性が確保されるよ
う計画されているか。

・八橋運動公園内外の施設との回遊
性が考慮されているか。

様式 8-3

建屋、緑地、遊具（広場）、駐車場、
ロータリーが効率的に配置され、公
園全体の機能向上に資するよう、具
体的かつ優れた提案がされている
か。

動線計画

2-4 15

施設の利便性や安全性に配慮しつ
つ、競技大会、プロスポーツ興行、イ
ベント等様々な利用形態に対応でき
るよう、具体的かつ優れた利用者動
線が提案されているか。

様式 8-4
異なる利用者がアリーナ・体育館を
同時に利用する場合、同一の利用者
がアリーナ・体育館を一体的に利用
する場合のいずれにも対応できるよ
う、具体的かつ優れた動線計画が提
案されているか。

2-5 5

競技大会、プロスポーツ興行、イベン
ト等の設営・撤去に係る作業の効率
化が図られるよう、具体的かつ優れ
た搬出入動線が提案されているか。

様式 8-4

建築計画

2-6 10

スポーツと健康づくり・地域交流の
拠点に相応しく、周囲の景観と調和
した、具体的かつ優れた外観計画が
提案されているか。

様式 8-5

2-7 10

建屋の各室の配置計画について、維
持管理、運営の最適化が図られるよ
う、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

様式 8-5
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評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

建築計画

2-8 35

アリーナについて、スポーツを「み
る」ことの観点から、以下の各点に関
し、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

・空間デザインについて、観客席数
を十分に確保した上で、一体感や臨
場感を感じられるよう計画されてい
るか。

・観客席について、視認性、機能性、
快適性に優れ、スポーツを「みる」楽
しみが感じられるよう計画されてい
るか。

・観客動線について、トイレや飲食
物販等の行列が生じた場合におい
て、観客が安全かつ快適に通行でき
るよう観客数に応じた十分な幅員が
確保されているか。

・観客が迷うことなく自席まで辿り
着けるよう、客席案内のサイン表示
等が工夫されているか。

様式 8-5

2-9 10

アリーナの VIP エリアについて、以
下の各点に関し、具体的かつ優れた
提案がされているか。

・VIP スイートは、クオリティが高
く、秋田らしさを感じられるよう計
画されているか。

・カジュアルスイートは、多様な利
用用途を想定したグレード設定と、
利用用途に応じた可変性が考慮され
ているか。

・興行時以外の平常時においても利
用が促進されるよう計画されている
か。

・利用者へのサービス動線が工夫さ
れているか。

様式 8-5

2-10 10

アリーナのバラエティ席について、
多世代の観客が楽しめる多様な観戦
スタイルを実現するとともに、利用
者に高付加価値のスポーツ観戦体験
を提供できるよう、具体的かつ優れ
た提案がされているか。

様式 8-5

2-11 10

アリーナ及び体育館について、スポ
ーツを「する」ことの観点から、選手
が安全かつ快適に競技しやすいよ
う、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

様式 8-5

2-12 5

更衣室について、興行時の選手の利
用を想定し、十分なスペースの確保
や内部設備の充実をはかるととも
に、隣接した更衣室と円滑に行き来
出来るよう、具体的かつ優れた提案
がされているか。

様式 8-5
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評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

建築計画

2-13 5

控室、多目的室について、多様な利用
形態に応じた活用等、諸室としての
汎用性が高まるよう、具体的かつ優
れた提案がされているか。

様式 8-5

2-14 5

トレーニング室の機能について、利
用者ニーズや利用者の利便性を考慮
したうえで、具体的かつ優れた提案
がされているか。

様式 8-5

2-15 10

エントランスホールやフードコート
エリアについて、施設利用者はもと
より、県民や公園利用者が気軽に立
ち寄ることができ、賑わいの創出に
資するよう、具体的かつ優れた提案
がされているか。

様式 8-5

2-16 5
トイレについて、混雑緩和の工夫等、
利便性・快適性に配慮した具体的か
つ優れた提案がされているか。

様式 8-5

2-17 10

計画地の気候条件を踏まえたうえ
で、降雪・積雪対策、塩害対策につい
て、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

様式 8-5構造計画について、構造や架構方式
の選定理由や、耐久性や経済性、施工
性等が検討されており、その内容が
具体的かつ優れた提案となっている
か。

設備計画

2-18 10

省エネルギー化の実現に向けて、建
物外皮・窓等の断熱性能確保と一体
となった空調等設備計画が検討され
ており、その内容が具体的かつ優れ
た提案となっているか。

様式 8-6

2-19 20

観客が臨場感や高揚感を感じられる
よう、プロスポーツ興行等に対応し
た映像・音響・照明等の演出設備が工
夫され、一体的な運用ができるもの
として、具体的かつ優れた提案がさ
れているか。

様式 8-6

2-20 10

ICT・IoT 等の先進的な技術の活用に
ついて、利用者ニーズを踏まえたう
えで、サービスの向上やライフサイ
クルコストの削減等に資するよう、
具体的かつ優れた提案がされている
か。

様式 8-6

2-21 5

設備計画について、維持管理、運営の
効率性や、将来的な更新性・拡張性を
考慮したうえで、具体的かつ優れた
提案がされているか。

様式 8-6
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3. 開業準備業務に関する事項 （配点：10 点）

4. 維持管理業務に関する事項 （配点：40 点）

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

外構計画

2-22 20

緑地・遊具（広場）、アリーナエント
ランス前スペース等について、県民
が気軽に立ち寄り、休憩や交流・憩い
の場となる空間を設けるとともに、
建屋と一体的に様々なイベントにも
活用できる空間として、具体的かつ
優れた提案がされているか。

様式 8-7

2-23 10

インクルーシブ遊具について、年齢、
身体の状況等の違いにかかわらず利
用できるよう、具体的かつ優れた提
案がされているか。

様式 8-7

施設整備スケジュ
ール

施工計画
2-24 20

施設整備スケジュールがよくまとめ
られ、工事ローリング計画が検討さ
れている等、具体的かつ優れた提案
がされているか。

様式 8-8

施工計画について、以下の各点に関
し、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

・現県立体育館及び周辺運動施設利
用者等の安全が考慮されているか。

・工事用車両の搬出入時の安全性が
確保されているか。

・周辺住民への騒音対策について適
切な措置が講じられているか。

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

予約システム 3-1 5

予約システムについて、利用者にと
って分かりやすく、操作しやすいよ
う、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

様式 9-1

開館式典等 3-2 5

開館式典、開館記念イベントについ
て、新県立体育館に相応しいものと
なるよう、具体的かつ優れた提案が
されているか。

様式 9-2

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

取組方針 4-1 10

施設の機能及び性能等を維持し、安
全かつ快適な施設利用が実現される
よう、具体的かつ優れた方針が提案
されているか。

様式 10-1

実施体制 4-2 10
維持管理業務の実施に関する基本的
な考え方、実施体制等について、具体
的かつ優れた提案がされているか。

様式 10-1



新県立体育館整備・運営事業

落札者決定基準

12

5. 運営業務に関する事項 （配点：190 点）

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

維持管理計画

4-3 5

維持管理業務計画について、予防保
全等の実施により、施設・設備・備品
の機能が維持され、ライフサイクル
コストの低減に資するよう、具体的
かつ優れた提案がされているか。

様式 10-2

4-4 5

清掃業務・警備業務等の内容、方法、
体制等について、建屋の各諸室の特
性や利用状況に応じた具体的かつ優
れた提案がされているか。

様式 10-2

修繕業務 4-5 10

緊急修繕が発生した場合の対応につ
いて、施設利用への影響が最小限と
なるよう、具体的かつ優れた提案が
されているか。

様式 10-3
更新・修繕記録の作成方針について、
維持管理の最適化が図られるよう、
具体的かつ優れた提案がされている
か。

中長期修繕計画の策定方針につい
て、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

取組方針 5-1 30

秋田ノーザンハピネッツ、秋田県ス
ポーツ協会のほか、公園内運動施設、
商工団体、障害者スポーツ団体、公共
交通機関等との連携について、施設
の利便性向上、周辺地域の活性化や
交通アクセス向上等に資するよう、
具体的かつ優れた提案がされている
か。

様式 11-1

実施体制

5-2 20
運営業務の実施に関する基本的な考
え方、実施体制等について、具体的
かつ優れた提案がされているか。

様式 11-1

5-3 10

サービス水準の確保や利用者の満足
度向上の観点から、利用者アンケー
トや意見箱による意見聴取の内容や
方法について、具体的かつ優れた提
案がされているか。

様式 11-1

利用促進

5-4 30

トップスポーツや中体連・高体連の
全県大会等の利用を優先しつつも、
施設全体の稼働率や来館者数の向上
が図られるよう、具体的かつ優れた
提案がされているか。

様式 11-2

5-5 30

各種興行・イベントの誘致の取組に
ついて、実現性が見込まれ、その内容
が具体的かつ優れた提案となってい
るか。

様式 11-2
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6. 自主事業に関する事項 （配点：50 点）

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

利用促進 5-6 10

ホームページその他の広報物につい
て、施設の利用促進が図られるよう、
具体的かつ優れた提案がされている
か。

様式 11-2

利用受付 5-7 10

利用者の利便性向上、利用者間の公
平性確保の観点から、利用受付方法、
窓口対応、利用料金徴収方法等につ
いて、具体的かつ優れた提案がされ
ているか。

様式 11-3

利用料金 5-8 30

利用料金について、以下の各点に関
し、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

・利用者にとって、分かりやすく、利
用しやすいような料金体系・水準と
なっているか。

・各種興行・イベントの利用促進に
つながるような料金体系・水準とな
っているか。

様式 11-4

非常時対応 5-9 10

急病や事故等の発生時の緊急対応に
ついて、具体的かつ優れた提案がさ
れているか。

様式 11-5

災害時対応について、以下の各点に
関し、具体的かつ優れた提案がされ
ているか。

・発災後の応急的な補修、修繕に対
応できる体制が計画されているか。

・災害発生時、直ちに県及び関係機
関へ通報をするための体制が計画さ
れているか。

駐車場運営 5-10 10

駐車場運営について、利用案内、誘導
等の工夫により、交通渋滞の緩和や
利用者がスムーズに入出庫できるよ
う、具体的かつ優れた提案がされて
いるか。

様式 11-6

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

自主事業

6-1 20

自主事業の目的が明確であり、実現
性、継続性が見込まれ、その内容が具
体的かつ優れた提案となっている
か。

様式 12-1

6-2 30

自主事業について、新県立体育館の
利用促進や、公園全体の賑わい創出
に資するよう、積極的に提案されて
おり、その内容が具体的かつ優れた
提案となっているか。

様式 12-1
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7. 地域経済への貢献に関する事項 （配点：120 点）

8. 事業の安全性に関する事項 （配点：40 点）

※ 各評価項目の評価は上記の対応する様式を中心に行うが、他の様式に記載の内容も評価す

る場合がある。

※ また、図面に関しては、提案書の一部として参照する。

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

県内企業 7-1 40

設計、建設、工事監理、維持管理、運
営の各業務における県内企業の活用
や地元雇用について、具体的かつ優
れた提案がされているか。

様式 13-1

県産材等 7-2 40

県産材等の地域資源の活用や県内企
業からの資材の調達等について、具
体的かつ優れた提案がされている
か。

様式 13-1

波及効果 7-3 40

まちづくりの観点から、周辺地域や
中心市街地への回遊性向上による、
域内の消費促進や地域の価値向上に
資するよう、具体的かつ優れた提案
がされているか。

様式 13-2

評価項目
（中項目）

№ 配点 評価の視点（小項目） 様式

資金計画 8-1 10

事業期間を通じて事業を確実に遂行
できるよう、資金計画や不測の資金
需要に対する対応等について、具体
的かつ優れた提案がされているか。

様式 14-1

収支計画 8-2 10

利用料金収入や各費用の算出根拠が
明確で、地域特性や周辺環境等を踏
まえた妥当性が高い収支計画が提案
されているか。

様式 14-2

経営管理 8-3 5

参画企業の業績不振や破綻への対応
策（バックアップ体制等）について、
具体的かつ優れた提案がされている
か。

様式 14-3

リスクへの対応

8-4 10

各業務の履行に係るリスクが適切に
認識され、SPC 及び参画企業の責任
の所在が明確であり、リスクを回避
するための対策及び管理体制が具体
的に計画されているか。

様式 14-4

8-5 5
保険の付保等、リスクが顕在化した
際の対応策について、具体的かつ優
れた提案がされているか。

様式 14-4
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第8 最優秀提案の選定及び落札者の決定

1. 最優秀提案の選定

審査会は、総合評価点の最も高い提案を最優秀提案として選定する。

総合評価点の最も高い提案が２以上ある場合は、加点審査点が最も高い提案を最優秀提案

として選定し、加点審査点が同点の場合は、「第７加点審査の評価項目、配点及び評価の視点

等」における「２．設計・建設・工事監理業務に関する事項」の点数が最も高い提案を最優秀

提案として選定し、当該点数が同点の場合は、くじにより最優秀提案を選定する。

2. 落札者の決定

県は、審査会の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。

第9 問合せ先

担当部署 ：秋田県観光文化スポーツ部スポーツ振興課 新体育館整備チーム

住 所 ：〒010-8572 秋田県秋田市山王三丁目 1番 1号

電 話 ：018－860－1246

電子メール：sports＠pref.akita.lg.jp


